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新 旧 備考 

前払輸入保険の引受方針について 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00089 

沿革 令和５年１月30日 一部改正 

 

前払輸入保険の引受方針について 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00089 

沿革 令和４年12月20日 一部改正 

 

１ 保険契約締結に係る基本的な取扱事項等 

①～⑤ （略） 

⑥ 保険契約の申込時において、前払輸入契約の相手方（前払金を支払う

相手方。当該相手方と前払金の返還義務を負う者が異なる場合は、前払

金の返還義務を負う者とする。）は、約款第３条第１号から第８号まで

の事由（以下「非常事由」という。）をてん補する場合は名簿上ＧＳ格、

ＧＡ格、ＧＥ格、ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格、ＥＦ格、ＥＣ格、ＰＮ格、

ＰＵ格又はＰＴ格に格付けされている者、約款第３条第９号から第11号

までの事由（以下「信用事由」という。）をてん補する場合は名簿上Ｇ

Ｓ格、ＧＡ格、ＧＥ格、ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格又はＥＦ格に格付けさ

れている者に限るものとする。 

⑦ （略） 

 

１ 保険契約締結に係る基本的な取扱事項等 

①～⑤ （略） 

⑥ 保険契約の申込時において、前払輸入契約の相手方（前払金を支払う

相手方。当該相手方と前払金の返還義務を負う者が異なる場合は、前払

金の返還義務を負う者とする。）は、約款第３条第１号から第８号まで

の事由（以下「非常事由」という。）をてん補する場合は名簿上ＧＳ格、

ＧＡ格、ＧＥ格、ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格、ＥＦ格、ＥＣ格、ＰＮ格、

ＰＵ格又はＰＴ格に格付けされている者、約款第３条第９号又は第10号

の事由（以下「信用事由」という。）をてん補する場合は名簿上ＧＳ格、

ＧＡ格、ＧＥ格、ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格又はＥＦ格に格付けされてい

る者に限るものとする。 

⑦ （略） 

 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔令和５年１月30日〕 

この改正は、令和５年３月20日から実施する。 
 

附 則〔抄〕 

附 則〔令和４年12月20日〕 

この改正は、令和５年１月１日から実施する。 

 

 

 


